
問 �環境保全課�環境衛生係　☎32-0516
資源物拠点回収

問 �環境保全課�環境衛生係　☎32-0516
ごみの収集

指定袋（証紙）で出すごみ
「固形燃料用ごみ（旧もえるごみ）」「燃えないごみ」「粗大ご
み」「びん・かん」「ペットボトル」の5種類です。
一度に出せるごみは、一世帯5袋又は5個までです。
【固形燃料用ごみ（旧もえるごみ）】
指定袋（黄色）に入れて決められた曜日の午前8時までに出
してください。曜日は、「月曜日・木曜日」「火曜日・金曜日」
「水曜日・土曜日」で、地区によって異なります。
【燃えないごみ】
指定袋（緑色）に入れて、指定日の午前8時までに出してくだ
さい。指定日は日程表をご覧ください。
【粗大ごみ】
証紙を貼って、指定日の午前8時までに出してください。指
定日は日程表をご覧ください。
【びん・かん】
指定袋（緑色）に入れて、指定日の午前8時までに出してくだ
さい。指定日は日程表をご覧ください。
【ペットボトル】
キャップとラベルを外して指定袋（透明）に入れて、指定日
の午前8時までに出してください。指定日は日程表をご覧く
ださい。

臨時収集
引っ越しなどで大量（5袋又は5個を超える）のごみを出す場
合は、臨時収集を利用してください。
臨時収集とは、指定のごみ袋や証紙を利用せずに別途料金
をごみ収集業者に支払い排出する方法です。
お住まいの地域の指定のごみ収集業者に前もって依頼して
ください。
料　　金 ��2トンダンプ1台分�　8,800円�

2トンダンプ半台分　6,270円

直接搬入
事前申込により、処理場へ一般家庭からのごみの持ち込み
が出来ます。
持込日時 ��毎月第2土曜日と第4土曜日�

午前9時～午後4時
持込方法 ��3営業日前までに市役所の窓口へ申し込み、持ち

込んだごみの量に応じた証紙でのお支払いとな
ります。処理場へ持ち込みます。

処 理 場 ��泉水最終処分場（鞍手町大字新延1296番地8）
＊事前申込していない場合は受け取れません。
＊申込時に搬入車輌の種類やナンバー等をお聞きします。
＊詳細はお問い合わせください。

種類 価格（税込み）
固形燃料用ごみ（大） 740円（10枚）
固形燃料用ごみ（小） 582円（10枚）
燃えないごみ（大） 740円（10枚）
燃えないごみ（小） 582円（10枚）
ペットボトル用 420円（� 5枚）
証紙 420円（� 5枚）

資源物拠点回収は、「新聞」「雑誌」「その他の古紙」「ダンボー
ル」「牛乳パック」「缶」「びん」「ペットボトル」「ビニール袋」
「食品用トレイ」「発泡スチロール」「使用済小型家電」「蛍光
管」「水銀体温計」「水銀血圧計」「水銀温度計」「使い捨てライ
ター」「ボタン電池」「充電式電池」「ペットボトルキャップ」
「乾電池」が無料で持ち込み出来ます。
日時 �日曜日（第1日曜日～第4日曜日）　午前9時～正午

衛生・環境・ペット
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【新聞】
＊広告など新聞以外の紙は混ぜないでください。

【雑誌】
週刊誌、コミック、書籍、カタログ等が対象です。
＊�皮製の表紙のものはリサイクル出来ませんので、取り外
して紙部分だけを持ち込んでください。

【その他の紙】
紙袋、包装紙、コピー用紙、はがき、チラシなどが持ち込めます。
＊�ビニール等の紙以外のものは取り除いてください。カーボン紙、ファイ
ル類、シール、トイレットペーパー、汚れた紙などは回収できません。

【ダンボール】
お菓子の箱、ティッシュの箱、食品ラップの芯、紙ファイル
などの厚紙です。
※線香臭、洗剤臭などの箱は持ち込めません。
＊�ビニールなどは取り除いて持ち込んでください。

【牛乳パック】
よく水洗いして中身を開いて、乾かしてから持ち込んでく
ださい。
＊�酒パックなどの内側に銀色のアルミが貼り合わせてある
もの、又カビや汚れがあるものは持ち込めません。

【衣類】
透明な袋に入れてください。持ち込みの際は、中身を確認さ
せていただきます。
※汚れたもの、綿入りのもの、下着などは回収できません。

【缶】
アルミ缶、スチール缶、缶詰、菓子缶等が持ち込めます。
＊スプレー缶は穴を開けて持ち込んでください。

【びん】
透明びん、茶びん、その他びんが持ち込めます。
＊キャップや栓は取り外してください。

【ペットボトル】
よく水洗いしてキャップとラベルは取り外してください。

【ビニール袋】
レジ袋と透明ビニール袋が持ち込めます。
＊お菓子の袋や冷凍食品の袋などは持ち込めません。

毎月第1日曜日 くらじクリーンセンターストックヤード

毎月第2日曜日 宮若市役所　本庁西側駐車場倉庫前
若宮コミュニティセンター駐車場

毎月第3日曜日 くらじクリーンセンターストックヤード

毎月第4日曜日 宮若市役所　本庁西側駐車場倉庫前
若宮コミュニティセンター駐車場

問 �環境保全課�環境衛生係　☎32-0516
生ごみ処理容器購入費補助金

生ごみを堆肥化させる処理容器（コンポスト）と電動式生ご
み処理機、ダンボールコンポスト等の購入に対して、補助金
を交付しています。
＊詳細はお問い合わせください。

問 �環境保全課�環境衛生係　☎32-0516
リサイクル活動団体奨励金

地域の皆さんの集団回収（廃品回収）を応援するため、市内
の一般家庭から出される「新聞」「雑誌」「ダンボール」「古着」
の回収は、1kgあたり8円の奨励金を交付しています。
＊�奨励金の交付を受けるには、団体登録および交付申請が
必要です。詳細はお問い合わせください。

【食品用トレイ類】
食品用トレイ、色つきトレイ、やわらかいプラスチックのト
レイが持ち込めます。

【発泡スチロール】
異物を取り除いて持ち込んでください。
＊カビや汚れがあるものは持ち込めません。

【使用済小型家電】
デジタルカメラ、携帯電話など小型家電が持ち込めます。
（ただし、テレビ、エアコンなどの家電リサイクル法の対象
家電を除く）
※�本庁舎および支所に設置している回収ボックス（投入口
250mm×150mm）でも常時回収しています。

【蛍光灯、水銀体温計、水銀血圧計、水銀温度計】
＊白熱電球などは持ち込めません。

【ペットボトルキャップ】
シールをはがし、洗って乾かしてから持ち込んでください。
※�本庁舎及び支所に設置している回収ボックスでも常時回
収しています。

【火災防止のため回収するもの】
使い捨てライター、ボタン電池、小型充電式電池、乾電池が
持ち込めます。

場所 �
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月に1度または随時、し尿の収集を行っています。月に1度定
期的に収集を行う場合は、市役所での申請が必要です。人数
が変更になった場合や、作業を一時中止したい場合、作業を
廃止したい場合など、何か変更があるときも、届け出てくだ
さい。
＊�住民票の異動届をされる場合は、その時に手続きをして
いただきますので、し尿に関して個別に届け出てもらう
必要はありません。
月に1度ではなく、必要に応じて随時作業を行う場合は、業
者に電話で申し込んでください。

区分 金額（税抜）

一
般
家
庭

普通便槽 1人につき月額 450円
無臭式便槽 普通便槽料金のほか1個につき加算月額 300円

汲取式水洗便所 1荷（36リットル）につき
（半荷以上は1荷とみなす。） 375円

一般家庭外 1荷（36リットル）につき
（半荷以上は1荷とみなす。） 375円

臨時処理分
1荷（36リットル）につき
（半荷以上は1荷とみなす。） 375円

臨時汲取り1回につき（上記に加算） 500円

火葬場を利用する場合は、事前に『桜華苑』で予約が必要です。
予約方法は『桜華苑』にお問い合わせください。
予約後に市役所で火葬許可申請を行ってください。

施設について
名　　称 �宮若市火葬場『桜華苑』
電話番号 �55-6060　FAX：55-6080
施設内容 �火葬炉3基、告別室、収骨室、待合室
休 場 日 �毎月1日、15日（土曜、日曜、祝日のときは、翌平日）

火葬の受入時間
午前9時～午後4時

火葬の予約時間
午前8時30分～午後5時15分

問 �環境保全課　☎32-0516� �
桜華苑　　　☎55-6060

火葬場（桜華苑）

※�身体の一部や改葬遺骨は死産児の取り扱いとなります。

区分 単位
火葬料

市内住民 市外住民
12歳以上 1体 20,000円 70,000円
12歳未満 1体 12,000円 45,000円
死産児 1体 � 5,000円 12,000円

問 �環境保全課�環境対策係　☎32-0516
火葬料について

問 �環境保全課�環境衛生係　☎32-0516
し尿の収集

市民生活の安全とより良い環境づくりのため、スズメバチ
の巣の駆除費用の一部を補助しています。
対象者 ��
・巣がある建物や土地を所有・管理・使用している個人
・自治会など
対象の巣 �
市内にある現にスズメバチが活動している巣で、次のいず
れかに該当すること。
・居住用の建物か、その敷地内にあるもの
・�おおむね10ｍ以内に、複数の人が日常的に立ち入る場所が
あり、不特定の人に危害が及ぶと判断されるもの（一部対
象外の場合あり）
補助額 ��
費用の2分の1（上限7,000円）

問 �環境保全課�環境衛生係　☎32-0516
宮若市スズメバチ駆除費補助金 し尿処理料金 �
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浄化槽維持管理および清掃業務
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TEL 0949-52-0903  FAX 0949-52-2677
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タケマツ環境株式
会社
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問 環境保全課�環境衛生係　☎32-0516
犬・猫

飼い主のいない猫の過剰な繁殖に伴う殺処分を減らすとと
もに、ふん尿等による近隣被害を防止するため、飼い主のい
ない猫を対象とした不妊・去勢手術に要する費用の一部を
補助します。
対象者
宮若市に住所を有する18歳以上の市税等に滞納が無い人
が、市内で飼い主のいない猫に給餌しており、指定する動物
病院で手術を受けさせることができる人
補助金額（耳先カット費用を含む）
不妊手術　上限12,000円/件
去勢手術　上限� 7,000円/件

宮若市飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金

犬を飼う時は市町村での登録が必要です。また、引っ越しな
どで犬の所在地が変わったときや、飼い主が変わったとき、
飼い犬が死亡したときなど、変更の届出が必要です。

新規登録の場合
・�新規に登録される場合は窓口に新規登録届を提出してく
ださい。�
（料金3,000円　登録は生涯1度です。）

市内に転入の場合
・宮若市の窓口に変更届を提出してください。
・�その際、旧住所の市町村の登録鑑札が必要です。�
（鑑札を紛失されている場合は旧住所の市町村で再発行手
続が必要です。料金は旧住所地の市町村にお問い合わせく
ださい。）
手続きが完了すると、旧住所地の鑑札を宮若市の鑑札と無
料で交換します。

市外に転出の場合
・転出先の市町村に変更届を提出してください。
・�その際、宮若市の登録鑑札が必要です。�
（鑑札を紛失されている場合は再発行手続が必要です。料
金1,600円）
手続きが完了すると、宮若市の鑑札を転出先の市町村の鑑
札と無料で交換してもらえます。
＊�行方不明になったとき、亡くなったときは届出をお願い
します。
＊�迷子にならないために鑑札は、首輪につけてあげてくだ
さい。

犬の登録

生後91日以上の犬の飼い主の方は、年1回、愛犬に狂犬病予
防注射を受けさせなければなりません。
注射は、動物病院もしくは毎年4月に市内の公民館や公園な
どで行われる集団注射で受けることができます。
＊�狂犬病予防注射を受けたとき、注射済票（首輪につけられ
る札）と門戸票（シール）をお渡しします。迷子にならない
ために、注射済票は首輪につけてあげてください。
＊�市外の動物病院で注射をされた場合は、市役所の窓口で
注射済票と門戸票をお渡ししますので、病院でもらった
注射の証明書をお持ちください。
料金 �注射済票交付　550円

狂犬病予防注射済票の交付
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